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（仮称）静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、（仮称）静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条

例（令和年静岡市条例第 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（事業者が講ずるよう努める措置） 

第３条 条例第４条の規則で定める必要な措置は、次に掲げる措置とする。 

１ 計画作成の初期の段階から十分な情報提供を行う等、太陽光発電事業について地域住

民等の理解を得られるよう、必要な措置を講ずること 

２ 防災、水源の涵養、環境保全及び景観保全の観点から、太陽光発電施設の設置に当たり

適正な土地の選定、開発計画の策定並びに設計及び施工を行うこと 

３ 太陽光発電施設の設置の工事により発生する騒音、振動、排水、臭気、粉じん、廃棄物

等が、地域住民等及び周辺地域の環境に影響を与えないよう、適正な措置を講ずること 

４ 太陽光発電施設の撤去に伴い発生する廃棄物の処理に要する費用その他太陽光発電事

業の廃止に要する費用を、事業開始当初から、計画的に積み立てる等の方法により確保す

ること 

５ 大規模事業者以外の事業者にあっては、太陽光発電施設の設置の工事に着手する日か

ら当該太陽光発電施設を撤去する日までの間、損害賠償責任保険に加入すること 

６ 大規模事業者以外の事業者にあっては、太陽光発電施設の設置の工事に着手する日か

ら当該太陽光発電施設を撤去する日までの間、災害等に起因して生じた当該太陽光発電

施設に係る損害を填補する保険又は共済に加入すること 

７ 太陽光発電施設から発する稼動音、電磁波、反射光等が地域住民等及び周辺地域の環境

に影響を与えないよう、適正な措置を講ずること 

８ 太陽光発電施設の安全、防災、水源の涵養、環境保全及び景観保全の観点から講ずる対

策が、計画どおり適正に実施されているかを随時確認し、災害の防止並びに自然環境及び

地域住民等への配慮を行うこと 

９ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号） 

第 16 条第１項の規定により同法第２条第４項に規定する電気事業者が行う同条第１項に

規定する再生可能エネルギー電気の調達が終了した後も、可能な限り太陽光発電施設を

使用して太陽光発電事業を継続すること 

10 太陽光発電事業を廃止した後は、太陽光発電施設を速やかに撤去し、撤去により生じた

廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）その他関係法

令に従い、適正に処理するとともに、当該太陽光発電施設を撤去した後の土地について、
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防災、水源の涵養、環境保全及び景観保全の観点から必要な措置を講ずること 

（地域住民等への説明を要しない事業計画の軽微な変更） 

第４条 条例第６条のただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

１ 事業者の住所又は氏名（法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所

在地）の変更 

２ 設置規制区域内で太陽光発電事業を行う理由の変更 

３ 工事の着手若しくは完了、太陽光発電施設の運転の開始又は太陽光発電事業の廃止に

係る予定年月日の変更 

４ 維持管理等計画の公表方法の変更 

５ 関係法令に基づく手続の状況の変更 

６ その他市長が不要と認める軽微な変更 

（設置許可の申請） 

第５条 設置許可を受けようとする者は、当該太陽光発電施設の設置の工事に着手する日 

の 60 日前までに、設置許可申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを市長に提出しなけ

ればならない。 

１ 申請に係る太陽光発電施設の位置図、区域図、配置図及び構造図 

２ 木竹の伐採又は土地の形質の変更をしようとする場所を明確にした平面図及び縦横 

断図（木竹の伐採又は土地の形質の変更を行う場合に限る。） 

３ 擁壁の構造図（擁壁を設置する場合に限る。） 

４ 排水計画に係る平面図 

５ 現況の写真 

６ 維持管理等計画 

７ その他市長が必要と認める書類  

（設置規制区域内における設置許可の基準等） 

第６条 条例第８条の規則で定める基準等は、次の各項のとおりとする。 

１ 市長が次の各号に掲げる事項を定め告示する施設設置に関する基準に適合しているこ

と 

（１）太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項 

（２）太陽光発電施設の設置に係る自然環境の保全に関する事項 

（３）太陽光発電施設と事業区域の周辺地域の景観との調和に関する事項 

（４）太陽光発電施設の安全性の確保に関する事項 

（５）太陽光発電施設の維持管理等の方法及び廃止後において行う措置に関する事項 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 関係法令による許認可等を必要とする場合、当該許認可等を受けていること 

３ 条例第 22 条に規定する保証金の預入がされ、市との質権設定契約が締結されているこ 

 と 
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 （変更許可の申請等） 

第７条 変更許可を受けようとする者は、当該太陽光発電施設の設置の工事に着手する日 

の 30 日前までに、事業変更許可申請書に第５条各号に掲げる書類を添えて、これらを市

長に提出しなければならない。 

第８条 第４条の規定は、条例第９条のただし書の規則で定める軽微な変更について準用 

する。 

２ 条例第９条の規定による軽微な変更に関する届出は、軽微変更届出書を提出すること

により行うものとする。 

（設置許可に係る工事の着手等の届出） 

第９条 条例第 10 条の規定による届出は、工事着手届出書又は工事完了届出書を提出する

ことにより行うものとする。 

２ 前項の工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）工事の写真 

（２）その他市長が必要と認める書類 

３ 条例第 10 条の規定による届出は、工事中止届出書又は工事再開届出書を提出すること   

により行うものとする。 

（事業計画の届出） 

第 10 条 条例第 12 条の規定による届出は、当該太陽光発電施設の設置の工事に着手する

日の 60 日前までに、事業計画届出書を提出することにより行うものとする。 

２ 前項の事業計画届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）届出に係る太陽光発電施設の位置図、区域図及び配置図 

（２）現況の写真 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（誓約書の提出） 

第 11 条 条例第 13 条の規定による誓約書の提出は、別に定める様式により行うものとす

る。 

（事業計画の変更の届出） 

第 12 条 条例第 14 条の規定による届出は、当該太陽光発電施設の設置の工事に着手する

日の 30 日前までに、事業計画変更届出書を提出することにより行うものとする。 

２ 前項の事業計画変更届出書には、第 16 条第２項各号に掲げる書類を添付しなければ 

ならない。 

３ 条例第 14 条のただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

（１）関係法令に基づく手続の状況の変更 

（２）その他市長が不要と認める軽微な変更 

（標識） 

第 13 条 条例第 15 条の標識には、次に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる事項
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を記載しなければならない。 

（１）太陽発電事業を実施している期間 次に掲げる事項 

ア 太陽発電事業を実施している旨 

イ 事業区域の所在地及び面積 

ウ 設置する太陽光発電施設の出力 

エ 太陽発電事業を実施する者の氏名及び住所並びに連絡先 

オ 工事施工者の氏名及び住所並びに連絡先 

カ 太陽発電事業の完了予定年月日 

（２）太陽発電事業の完了後から太陽光発電施設を廃止するまでの間 次に掲げる事項 

ア 太陽光発電施設である旨 

イ 太陽光発電施設の名称及び所在地 

ウ 太陽光発電施設の出力 

エ 維持管理等に係る責任者である事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、 

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先 

オ 維持管理等を委託する場合などに、その委託を受けた保守点検責任者の氏名及び

住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに

連絡先 

カ 太陽光発電施設の運転開始年月日 

キ 月次点検の時期、内容及び方法 

ク 年次点検の時期、内容及び方法 

ケ その他市長が必要と認める事項 

（維持管理等） 

第 14 条 条例第 16 条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。 

（１）太陽光発電施設については、土砂災害その他の災害の発生を防止するとともに、環  

境保全上の支障が生じないよう、常時安全かつ良好な状態が維持されていること 

（２）太陽光発電施設の周辺において土砂災害その他の災害が発生した場合又は発生が想 

定される場合に、太陽光発電施設が損壊し、又は事業区域若しくは周辺地域の環境保全  

上の支障が生じる状況を防止するために必要な措置を速やかに講ずるとともに、必要 

に応じ、地域住民等及び関係自治体に対し情報提供できる体制が整備されていること 

（３）太陽光発電施設が損壊し、又は事業区域若しくは周辺地域の環境保全上の支障が生じ   

た場合に、復旧に必要な措置を速やかに講ずるとともに、必要に応じ、地域住民等及び   

関係自治体に対し情報提供できる体制が整備されていること 

２ 条例 16条に規定する維持管理等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

（１）維持管理等の基本事項 

（２）維持管理等の実施体制 

（３）維持管理等の内容 
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（４）維持管理に要する経費 

（５）太陽光発電施設等の周辺において土砂災害その他の災害が発生するおそれがある場 

合に、それを防止するために講ずる措置の内容及びその実施体制 

（６）土砂災害その他の災害により太陽光発電施設が損壊し、又は事業区域若しくは周辺 

地域の環境保全上の支障が生じた場合に講ずる措置の内容及びその実施体制 

（７）その他市長が必要と認める事項 

３ 事業者は、条例第 16 条の規定により維持管理等に係る措置を講じたときは、速やかに 

その実施状況の記録を作成し、かつ、太陽光発電事業を行う間、当該記録を保管しなけれ 

ばならない。 

４ 条例第 16 条の規定による維持管理等計画の公表は、インターネットの利用その他の広 

く市民等に周知できる方法により行うものとする。 

５ 前項の公表は、市長が地域住民等への周知に支障がないと認めるときは、太陽光発電施  

設の設置場所に、第 13 条第１項第２号に掲げる事項を表示することにより行うことがで  

きる。 

６ 事業者は、設置許可の申請又は条例第 12 条の規定による届出の際に、維持管理等計画

の公表の方法を市長に通知するとともに、太陽光発電施設の運転を開始する日までに、維

持管理等計画を公表しなければならない。 

７ 条例第 16 条の規定による事故又は土砂の流出若しくは崩壊その他の災害により、太陽 

光発電施設が損壊し、又は事業区域若しくは周辺地域の環境の保全上の支障が生じたと

きの報告は、事故又は土砂災害その他の災害が発生した日から起算して 30 日以内に、事

故等報告書を提出することにより行わなければならない。 

８ 前項の事故等報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

（１）太陽光発電施設の位置図及び配置図 

（２）事故等の状況の写真 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（維持管理等に関する定期報告） 

第 15 条 条例第 17 条の報告に係る年度は、４月１日から翌年３月 3 1 日までとする。 

２ 前項の報告は、維持管理状況等報告書を市長に提出することにより、毎年６月 3 0 日ま   

でに行わなければならない。 

（大規模事業者の保険又は共済への加入を証する書類の提出） 

第 16 条 大規模事業者は、条例第 18 条に規定する損害賠償責任保険に加入した後、速や

かにその加入を証する書類を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、大規模事業者が条例第 18 条の規定により火災保険、地震保険その他必

要な保険に加入した場合について準用する。 

（地位の承継の届出） 

第 17 条 条例第 19 条の規定による届出は、地位承継届出書を提出することにより行うも
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のとする。 

（廃止の届出） 

第 18 条 条例第 20 条の規定による届出は、事業廃止届出書を提出することにより行うも

のとする。 

２ 前項の事業廃止届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）現況の写真 

（２）太陽光発電事業を廃止した後において行う措置を示した平面図 

（３）その他市長が必要と認める書類  

（身分証明書） 

第 19 条 条例第 27 条の立入検査の身分を示す証明書は、別記様式による。  

（実施細目） 

第 20 条 この規則の実施細目は、市長が定める。 

附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、令和 年 月 日から施行する。ただし、次項、附則第８項及び附則第９  

項の規定は、同年 月 日から施行する。 

（既存施設の届出） 

２ 条例附則第３項の規定による届出は、既存事業概要届出書を提出することにより行う

ものとする。 

３ 条例附則第４項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１）発電出力 

（２）事業区域 

（３）事業区域内にある土地の地目又は利用状況 

（４）その他市長が必要と認める書類 

４ 条例附則第４項の規定による届出は、既存事業変更届出書を提出することにより行う

ものとする。 

（既存施設の変更許可） 

５ 条例附則第５項の規則で定める事項は、次に掲げる事項以外の事項とする。 

（１）既存事業者の住所又は氏名（法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務 

所の所在地） 

（２）設置規制区域内で太陽光発電事業を行う理由 

（３）維持管理等計画の公表方法 

（４）その他市長が条例附則第５項の許可を不要と認めるもの 

６ 第７条及び第８条第２項の規定は、条例附則第６項の許可について準用する。 

（既存施設の標識の掲示） 

７ 条例附則第６項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
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（１）太陽発電事業を実施している期間 次に掲げる事項 

ア 太陽発電事業を実施している旨 

イ 事業区域の所在地及び面積 

ウ 設置する太陽光発電施設の出力 

エ 太陽発電事業を実施する者の氏名及び住所並びに連絡先 

オ 工事施工者の氏名及び住所並びに連絡先 

カ 太陽発電事業の完了予定年月日 

（２）太陽発電事業の完了後から太陽光発電施設を廃止するまでの間 次に掲げる事項 

ア 太陽光発電施設である旨 

イ 太陽光発電施設の名称及び所在地 

ウ 太陽光発電施設の出力 

エ 維持管理等に係る責任者である事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、 

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先 

オ 維持管理等を委託する場合などに、その委託を受けた保守点検責任者の氏名及び

住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに

連絡先 

カ 太陽光発電施設の運転開始年月日 

キ 月次点検の時期、内容及び方法 

ク 年次点検の時期、内容及び方法 

ケ その他市長が必要と認める事項 

８ 事業者は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに標識の書換え その

他必要な措置を講じなければならない。 

（既存施設の維持管理等） 

９ 第 14 条第２項、第４項及び第５項の規定は、既存事業者が条例附則第８条又は第 10

条の規定により維持管理等計画を作成し、公表する場合について準用する。 

10 既存施設の全部又は一部が設置規制区域内にある事業者は、条例附則第４項の規定に

よる届出の際に、維持管理等計画の公表の方法を市長に通知しなければならない。 

11 既存事業者は、既存施設に係る維持管理等計画を作成した場合において、当該既存施設  

の維持管理等に係る措置を講じたときは、速やかにその実施状況の記録を作成し、かつ、 

太陽光発電事業を行う間、当該記録を保管するよう努めなければならない。 

12 条例附則第 10 項ただし書の規則で定める軽微な変更は、太陽光発電事業の名称の変更

その他既存施設の維持管理等に直接影響しないと市長が認めるものとする。 

（既存施設の太陽光発電施設設置完了後の定期報告） 

13 条例附則第 11 項の報告に係る年度は、４月１日から翌年３月 3 1 日までとする。 

14 前項の報告は、維持管理状況等報告書を市長に提出することにより、毎年６月 3 0 日ま   

でに行わなければならない。 
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（既存事業者の地位の承継に係る届出） 

15 条例附則第 13 項の規定による届出は、既存事業者地位承継届出書を提出することによ   

り行うものとする。 

 

 


